
12月号 ごあいさつ  
2025 年 4 月 改正建築基準法・建築物省エネ法等施行  
 今後求められる確認申請業務体制の準備等の対応を！ 

  
 

株式会社 山西       西 垣 洋 一 

 
  PC 事業部 建築設計課 原田・中奥 

  
2025 年４月１日以降の着工から、木造一戸建住宅の建築確認手続きや壁量計算等の見直し及び全

ての建築物における省エネ基準への適合義務化が始まります。積算資料の 2023 年の 8 月号『4 号特

例縮小』、2023 年 12 月号『省エネ基準適合義務化』について本挨拶文で記載させていただきました。

今号では施行まで 4 カ月を切った今、改めて各施策の概要と今後の確認申請において求められる対

応などについてまとめて参ります。 

 

① ４号特例見直し（改正建築基準法）について 
 

2022 年 6 月の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律等の一部を改正する法律」の公布により、今後、木造建築物に関連する法改正が順次施行されま

す。その中でも、2025 年 4 月より、省エネ基準への適合義務化と併せて木造建築物を建築する場合

の建築確認手続きが見直され、建築確認・検査及び審査省略制度（いわゆる 4 号特例制度）の対象

範囲が変更となります。これまでの建築基準法では、都市計画区域等の区域外における、「２階建て

以下かつ延べ面積 500 ㎡以下」の木造建築物等は、建築確認・検査の対象ではありませんでした。

これが、2 階以上もしくは 200 ㎡を超える建築物については「2 号建築物」として扱われ、全ての地

域で建築確認・検査が必要となる他、審査省略制度が対象外となります。併せて審査省略制度の対

象は「平屋建てかつ延べ面積 200 ㎡以下」の建築物（新 3 号建築物）に見直されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画する建築物が新２号建築物に該当する場合、建築基準法令の全ての規定について審査対象に

なることから、確認申請の際に審査を行うために必要な図書の添付が必要になります。具体的には、

これまでの確認申請図書に加えて、構造関係の仕様規定、住宅の採光・換気等（設備その他単体規

定）、防火避難関係規定等への適合性を示す図書を提出する必要があるほか、本改正と同時期に省

エネ基準への適合が義務付けられることから、省エネ関連の図書も新たに提出することが求められ

ます。この 4号特例の縮小に伴い、これまで省略できていた構造関連図書の作成が必要となるため、

工務店様や設計・施工会社様にとっては大きく業務負担が増えることになります。 

又、各図面間での整合性がより重視されるため、構造関連図書以外の図面などを作成する時間も

長くなる可能性があり、それに伴う人員配置、システム整備等への対応が必要となります。確認申

請業務の負担増加が工期に影響を及ぼすことも考えられるため、効率的な申請書類の作成とそれを

実現する体制構築が今後必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

只、仕様表をはじめ、内外部仕上表、構造詳細図、壁量計算書、省エネ関係図書等については、

事前に自社で作成して建築確認検査機関に相談しておくことで、申請時での時間のロスを避けるこ

とができます。そうした視点から、同省では、申請図書や申請手続きについて個別にサポートする

体制を全都道府県において構築する予定で、遅くとも 2025 年１月からのサポート実施を目指して

います（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 構造規制の合理化 （改正建築基準法）について 
 
これまでの建築基準法における壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の二つ

の区分に応じて必要壁量・柱の小径が算定されていました。しかし、建築物における仕様の多様化

や省エネ設備の設置による重量化を背景として、改正後は、木造建築物の仕様の実態に応じて必要

壁量・柱の小径を算定できるよう見直されます。２階建て以下、高さ 16ｍ以下、延べ面積 300 ㎡以

下の全ての木造住宅・建築物が対象となります。 

基準の算定にあたっては、国土交通省が新たに整備した「表計算ツール」や「早見表」を活用す

ることができます。「表計算ツール」では、住宅の階高、床面積、屋根・外壁の仕様、太陽光発電設

備等の有無等の情報を入力することで、床面積あたりの必要壁量や柱の小径の最小寸法、柱の負担

可能な床面積が自動計算される仕組みとなっており、住宅の仕様の組み合わせから基準値を容易に

確認できる「早見表」と比べ、精緻な算定が可能となります（次項図参照）。 

 

あすなろ会顧問 
代表取締役会長 

【 4 号建築物の仕様規定とその特例 】 

仕様規定（簡易な構造安全性検討 3 つの簡易計算と 8 項目の仕様ルール） 

1． 壁量の確保 
（壁量計算） 
 

2． 壁配置のバランス 
  （四分割法） 
 
3． 柱の柱頭・柱脚の接合方法 
  （N 値計算法） 

簡易な 

計算方法で 

確認 

4． 基礎の仕様 

5． 屋根ふき材等の緊結 

6． 土台と基礎の緊結 

7． 柱の小径等 

8． 横架材の欠込み 

9． 筋かいの仕様 

10. 火打材等の設置 

11. 納材の品質と耐久性の確認 

仕様を守って 

計画 

確認申請時に提出義務がない（4 号特例） 建築士が必ず検討する 

4号建築物

確認申請書・図書

（一部図書省略）

新2号建築物

確認申請書・図書 構造関係規定等の図書

（新たに提出が必要）

省エネ関連の図書

（新たに提出が必要）

新3号建築物
確認申請書・図書

（現行と同様に一部図書省略を継続）

【 確認申請の際に提出が必要な書類  】 

【 サポート体制図  】 

引用：国土交通省 

 

引用：国土交通省 
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又、本改正では、木造建築物の構造計算対象の範囲も見直されます。これまでは、仕様規定（壁

量計算）で構造安定性を確認できる規模は、木造２階建て以下、高さ 13ｍ以下かつ延べ面積 500 ㎡

以下の建築物でしたが、改正後は、高さ 16ｍ以下、延べ面積 300 ㎡以下となります（下図参照）。

延べ面積 300 ㎡を超える場合は構造計算（許容応力度計算）が必要となります。なお、構造計算に

より構造安定性を確認する場合は、今まで必要であった仕様規定での確認が不要となります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

また、４階建て以上または高さ 16m 超～60m の木造建築物の場合は、許容応力度計算ルート２

（保有水平耐力計算）による高度な構造計算が必要となります。更に、高さが 60m 超の場合は、高

層建築物に用いられる時刻歴応答解析法での構造計算となります。 

③ 省エネ基準適合義務化（改正建築物省エネ法）について 
 
温室効果ガスの大幅な削減が求められる中、その排出源の内訳を見ると、約 2 割は家庭での冷暖

房や給湯、家電の使用等家庭におけるエネルギー消費に起因するものと言われています（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 皆様ご周知の通り、2025 年 4 月から省エネ基準への適合が義務付けられ、現在の省エネ基準であ

る断熱等性能等級 4 以上かつ一次エネルギー消費量等級 4 以上が新築住宅の最低基準となります。

一般の木造 2 階建住宅は、建築確認申請の中で審査・検査が加わるとともに、省エネ適合性判定の

手続きも必要となるため、今のうちから準備を進める必要があります。これに先がけ、2024 年 1

月には住宅ローン減税を受ける要件として、省エネ基準を満たすことが必要となります（下図

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

加えて、省エネ基準への適合を、外皮性能や一次エネルギー消費性能の計算を行う「性能基準」

により確認する場合は、事前に「建築物エネルギー消費性能適合性判定（省エネ適判）」を受けるこ

とが必要となり、省エネ基準適合が確認できれば、省エネ適合判定通知書が交付されます。本通知

書が交付されない限り、確認済証は交付されず、着工に移ることができません。 

一方、省エネ基準の適合判定においては、「性能基準」のほかに「仕様基準」が定められています。 

「仕様基準」による判定は、住宅全体の性能を計算するのではなく、各部位の断熱材の仕様や設備

の性能などが一定基準以上であれば、省エネ基準適合とする判定方法です。外皮基準については、

外皮面積の計算をすることなく、断熱材と開口部の性能値のみで判断することが可能となり、一次

エネルギー消費量基準については、設備ごとに効率値等の基準を満たす商品を選択すればよく、同

じく計算が不要となります。また、仕様基準による判定の場合は、建築確認手続きにおいて第三者

機関による事前の「省エネ適合性判定」が不要となるため、申請費用がかからないことに加えて、

性能基準による判定と比べて着工までの工程を短縮することができます（次項図参照）。 

 

【 地球温暖化対策計画（案）における新たな削減目標 】 

【 表計算ツール  】 

【 住宅ローン減税は上限によって控除期間や上限が異なる 】 

  】 

【 木造建築物の構造計算対象の規模 】 

出典：地球温暖化対策推進本部（第 47 回）資料 1-1 「地球温暖化対策計画（案）」の概要 

引用：国土交通省 

 

引用：国土交通省 

 

 表計算ツール上で必

要な情報を入力または

選択すると、床面積が

自動計算されます 

 

作成日 

設計事務所名  

年  月  日 物件名 

作成者 

 

 建築士の種類  

※使い方：緑の枠に必要事項を入力するとオレンジの枠に結果が出力されます。 

１．階の床面積に乗ずる数値（単位 cm／㎡）（令第 46 条第 4 項） 

項目 

2 階階高（ｍ） 

1 階階高（ｍ） 

標準せん断力計数 C0 

2 階床面積（㎡） 

1 階床面積（㎡） 

屋根の仕様 

外壁の仕様 

太陽光発電設備等（N/㎡） 

天井断熱材（N/㎡） 

外壁断熱材（N/㎡） 

入
力
値 

入力欄 

2.90 

3.00 

0.2 

53 

69 

瓦屋根（ふき土無） 

サイディング 

なし（0） 

任意入力 

任意入力 

入力の注意点等 

2 階梁・桁上端～2 階床梁上端までの距離 

1 階土台上端～2 階床梁上端までの距離 

軟骨地盤の指定がある場合は 0.3（不明な場合は特定行政庁に確認） 

（ここでは小屋裏面積は含めなくともよい。） 

（ここでは小屋裏面積は含めなくともよい。） 

プルダウン選択 

プルダウン選択 

太陽光発電設備等の質量を任意入力したい 
場合は「あり（任意入力）」をプルダウン 

選択し、右欄（緑）にその質量を入力する。 

下記への入力は不要です。 

設備等の質量（㎏） 

断熱材の密度と厚さを任意入力したい場合 

は「任意入力」をプルダウン選択し、右 
欄（緑）に値を入力する。 

下記への入力は不要です。 

密度（㎏/㎥） 厚さ（㎜） 

断熱材の密度と厚さを任意入力したい場合 
は「任意入力」をプルダウン選択し、右 
欄（緑）に値を入力する。 

下記への入力は不要です。 

密度（㎏/㎥） 厚さ（㎜） 

出力 

結果 

《階の床面積に乗ずる数値》 

（方法①） 

1 階 2 階 

37 25 

3 
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2025 年以降も省エネ住宅化への取り組みは強化され、2030 年には省エネ住宅から「ZEH 水準の省エ

ネ住宅」へと段階的に基準が引き上げられます。国土交通省、経済産業省、環境省の 3 省は、住宅や建

築物に関する具体的な対策や今後のスケジュールをまとめた報告書、「脱炭素社会に向けた住宅・建築

物における省エネ対策などのあり方・進め方」において、「2050 年及び 2030 年に目指すべき住宅・建

築物の姿」として、「ストック（既存の住宅・建物）平均で ZEH・ZEB 基準の水準の省エネ性能が確保

されているとともに、その導入が合理的な住宅・建築物では太陽光発電設備などの再生可能エネルギー

の導入が一般的となる」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社としましても、4 号特例縮小や省エネ基準適合義務化に伴う構造計算、省エネ計算及び断熱

や設備のご提案など PC 事業部 建築設計課を中心に各種法改正へのサポート展開を充実していき

ます。今後も当社は、様々な国の施策・住宅法制度について 1 つ 1 つ対応し、皆様方のお役立ちが

図れるように努めて参ります。 

 

 
 

2024 年 12 月吉日 

 

高 

低 

断
熱
性
能 

HEAT20・G3 

HEAT20・G2 

ZEH水準 

省エネ基準 

【 省エネ判定が必要な場合の確認申請フロー 】 

【 今後求められる省エネ住宅のあり方 】 

【 国土交通省からお知らせ及び周知チラシ（参考）】 

＜ 2025 年 4 月から改正される３つのルールについて ＞ 

＜ 木造戸建住宅の建築確認手続き等を見直しについて ＞ 

＜ 全ての新築住宅で省エネ基準適合を義務化について ＞ 

引用：国土交通省 
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お問い合わせ先 
PC 事業部 建築設計課  担当：原田、中奥  

TEL 052-261-5466   FAX 052-261-5460 
 


